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食品安全委員会第887回会合議事録 

 

１．日時 令和５年１月31日（火） 14：00～16：08 

 

２．場所 大会議室 

 

３．議事 

（１）食品安全基本法第24条の規定に基づく委員会の意見の聴取に関するリスク管理機

関からの説明について 

   ・農薬 １品目 

   （農林水産省からの説明） 

    グリホサート 

（２）企画等専門調査会における審議結果について 

   ・令和４年度食品安全委員会が自ら行う食品健康影響評価の案件候補の選定につ

いて 

   ・令和５年度食品安全委員会運営計画について 

   ・令和４年度食品安全委員会緊急時対応訓練結果及び令和５年度食品安全委員会

緊急時対応訓練計画について 

（３）添加物専門調査会における審議結果について 

   ・「ポリビニルアルコール」に関する審議結果の報告と意見・情報の募集につい

て 

（４）農薬第四専門調査会における審議結果について 

   ・「キザロホップエチル及びキザロホップＰテフリル」に関する審議結果の報告

と意見・情報の募集について 

（５）肥料・飼料等専門調査会における審議結果について 

   ・「次硝酸ビスマス」に関する審議結果の報告と意見・情報の募集について 

   ・「次硝酸ビスマスを有効成分とする牛の乳房注入剤(オルベシール)」に関する

審議結果の報告と意見・情報の募集について 

（６）食品安全基本法第24条の規定に基づく委員会の意見について 

   ・農薬「グルホシネート」に係る食品健康影響評価について 

   ・遺伝子組換え食品等「長鎖多価不飽和脂肪酸含有及びイミダゾリノン系除草剤

耐性セイヨウナタネLBFLFK」 

（７）その他 

 

４．出席者 
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（委員） 

山本委員長、浅野委員、川西委員、脇委員、香西委員、松永委員、吉田委員 

（説明者） 

農林水産省 石岡農産安全管理課長 

（事務局） 

鋤柄事務局長、中事務局次長、込山総務課長、紀平評価第一課長、 

前間評価第二課長、浜谷情報・勧告広報課長、井上評価情報分析官、 

藤田リスクコミュニケーション官、寺谷評価調整官 

 

５．配付資料 

資料１－１ 食品健康影響評価について＜グリホサート＞ 

資料１－２ 「グリホサート」の食品安全基本法第24条第３項の規定に基づく食品

健康影響評価について 

資料２－１ 企画等専門調査会における審議結果について 

資料２－２ 食品安全委員会が自ら行う食品健康影響評価の案件候補に関する企

画等専門調査会における審議結果について 

資料２－３ 令和５年度食品安全委員会運営計画（案） 

資料２－３参考１ 令和５年度食品安全委員会運営計画（案）概要 

資料２－３参考２ 令和５年度食品安全委員会運営計画新旧対照表（案） 

資料２－４ 令和４年度食品安全委員会緊急時対応訓練実施結果報告書（案） 

資料２－５ 令和５年度食品安全委員会緊急時対応訓練計画（案） 

資料３   添加物専門調査会における審議結果について＜ポリビニルアルコー

ル＞ 

資料４   農薬第四専門調査会における審議結果について＜キザロホップエチ

ル及びキザロホップＰテフリル＞ 

資料５－１ 肥料・飼料等専門調査会における審議結果について＜次硝酸ビスマス

＞ 

資料５－２ 肥料・飼料等専門調査会における審議結果について＜次硝酸ビスマス

を有効成分とする牛の乳房注入剤(オルベシール)＞ 

資料６－１ 農薬評価書（案）グルホシネート（第５版） 

資料６－２ 遺伝子組換え食品等に係る食品健康影響評価に関する審議結果につ

いて＜長鎖多価不飽和脂肪酸含有及びイミダゾリノン系除草剤耐性

セイヨウナタネLBFLFK＞（食品） 

資料６－３ 遺伝子組換え食品等に係る食品健康影響評価に関する審議結果につ

いて＜長鎖多価不飽和脂肪酸含有及びイミダゾリノン系除草剤耐性

セイヨウナタネLBFLFK＞（飼料） 
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６．議事内容 

○山本委員長 ただ今から第887回「食品安全委員会」会合を開催いたします。 

 本日は７名の委員が出席です。 

 本日は農林水産省の石岡農産安全管理課長に御出席いただいています。 

 食品安全委員会は、原則として公開となっておりますが、新型コロナウイルス感染症対

策のため、本日は傍聴の方においでいただかずに開催することといたします。なお、本会

合の様子につきましては、食品安全委員会のYouTubeチャンネルにおいて動画配信を行って

おります。 

 それでは、お手元にございます「食品安全委員会（第887回会合）議事次第」に従いまし

て、本日の議事を進めたいと思います。 

 まず、資料の確認を事務局からお願いいたします。 

 

○込山総務課長 それでは、資料の確認をいたします。本日の資料は16点ございます。 

 まず最初に資料１－１でございますが、農薬「グリホサート」に関する農林水産省から

の諮問書でございます。資料１－２ですが、このグリホサートに関する農林水産省の説明

資料でございます。続きまして、資料２－１が「企画等専門調査会における審議結果につ

いて」、資料２－２が「食品安全委員会が自ら行う食品健康影響評価の案件候補に関する

企画等専門調査会における審議結果について」の資料でございます。資料２－３が「令和

５年度食品安全委員会運営計画（案）」でございます。続きまして、この資料２－３の参

考１が運営計画（案）概要、参考２が運営計画新旧対照表（案）でございます。さらに資

料２－４が「令和４年度食品安全委員会緊急時対応訓練実施結果報告書（案）」、資料２

－５が「令和５年度食品安全委員会緊急時対応訓練計画（案）」でございます。続きまし

て、資料３が添加物専門調査会における「ポリビニルアルコール」の審議結果について」

でございます。資料４が農薬第四専門調査会における「キザロホップエチル及びキザロホ

ップＰテフリル」に関する審議結果についての資料でございます。資料５－１及び５－２

は肥料・飼料等専門調査会における「次硝酸ビスマス」、「次硝酸ビスマスを有効成分と

する牛の乳房注入剤」に関する審議結果の資料です。続いて、資料６－１が「グルホシネ

ート」に関する農薬評価書（案）（第５版）です。最後２点になりますが、資料６－２及

び６－３が遺伝子組換え食品等に係る食品健康影響評価に関する審議結果について「長鎖

多価不飽和脂肪酸含有及びイミダゾリノン系除草剤耐性セイヨウナタネ LBFLFK」食品及び

飼料に関する資料でございます。 

 不足の資料などはございませんでしょうか。 

 

○山本委員長 続きまして、議事に入る前に、「食品安全委員会における調査審議方法等

について」に基づく事務局における確認の結果を報告してください。 
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○込山総務課長 御報告申し上げます。 

 事務局におきまして、確認いたしましたところ、これまでに委員の皆様方に御提出いた

だきました確認書及び現時点における今回の議事に関する追加の該当事項の有無を確認い

たしましたところ、本日の議事について、委員会決定に規定する事項に該当する委員の方

はいらっしゃいませんでした。 

 以上でございます。 

 

○山本委員長 確認書の記載事項に変更はなく、ただ今の事務局による報告のとおりでよ

ろしいでしょうか。 

 

（首肯する委員あり） 

 

○山本委員長 ありがとうございます。 

 

（１）食品安全基本法第24条の規定に基づく委員会の意見の聴取に関するリスク管理機関

からの説明について 

○鋤柄事務局長 最初の議事に入ります。 

 「食品安全基本法第24条の規定に基づく委員会の意見の聴取に関するリスク管理機関か

らの説明について」です。 

 資料１－１にありますとおり、農林水産大臣から１月25日付で農薬１品目について、農

薬取締法第８条第４項の規定に基づき行われる農薬の再評価に係る評価要請がありました。 

 それでは、農林水産省の石岡農産安全管理課長から説明をお願いいたします。 

 

○石岡農産安全管理課長 農林水産省農産安全管理課長の石岡です。よろしくお願いいた

します。 

 それでは、資料１－２に基づきまして説明させていただきます。 

 今回、食品安全委員会に食品健康影響評価をお願いしますものは、農薬の再評価に係る

グリホサートでございます。農薬の再評価につきましては、これまでもこの委員会で説明

させていただきましたけれども、農薬の安全性を一層向上させるため、登録されている全

ての農薬を対象に最新の科学的知見に基づいて安全性の再評価を行うものでございます。 

 １－２をめくっていただきますと、今回のグリホサートでございますけれども、除草剤

でございまして、日本では1980年に最初に登録されております。稲や果菜類等に使用され

ているというものでございます。 

 食品安全委員会では１回評価いただきまして、ADIが設定されているものとなっておりま
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す。 

 なお、前回も御説明させていただきましたが、再評価では試験成績に加えまして、公表

論文についても提出し、評価いただくこととしております。また、今回のグリホサートに

つきましては、食用の作物に使用する農薬と非食用の作物に使用する農薬が存在しますけ

れども、今回は非食用の作物にのみ使用する農薬の試験成績につきましても、公表論文と

同様に送付させていただいているところでございます。 

 農林水産省からの説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

 

○山本委員長 ありがとうございました。 

 先ほどの農林水産省による説明の内容につきまして、御意見、御質問がございましたら

お願いいたします。 

 浅野委員、どうぞ。 

 

○浅野委員 食品安全委員会の浅野です。御説明ありがとうございました。 

 先ほどの御説明の中で、今回評価要請に当たりまして、評価に用いる資料としまして非

食用の作物専用として使用されている農薬原体の試験成績が一緒に提出されるというお話

がありましたけれども、具体的にはどのような種類の試験成績が提出されるのか、教えて

いただければと思います。よろしくお願いします。 

 

○石岡農産安全管理課長 非食用の試験成績でございますけれども、急性毒性試験とか亜

急性毒試験、発生毒性試験、遺伝毒性試験などのほか、公表文献報告書及び人に対する毒

性の分野の公表文献がこの中に含まれているところでございます。 

 

○浅野委員 どうもありがとうございました。 

 

○山本委員長 ほかにございませんか。 

 松永委員。 

 

○松永委員 御説明どうもありがとうございます。先ほど公表論文についても提出してい

ただけるということをお伺いしました。グリホサートは一般の方たちの関心が非常に高い

農薬でありまして、海外のものなどを見ていますと、公表論文とか報告書とかが合わせて

数千あるのではないかというようなお話もあります。その辺りはどういうふうに整理して

提出していただいているのかを御説明いただきたいのですが。 

 

○石岡農産安全管理課長 農林水産省でございます。 

 公表論文につきましては、前回の再評価の諮問の際にも御説明させていただいていると
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ころでございますけれども、公表論文に関するガイドラインに基づきまして、いわゆるシ

ステマチックレビューということで広範な文献検索を行いまして、このグリホサートでも

多いものでは１万を超える文献の検索をまずしているところでございます。この中から評

価目的と適合するものがどれかとか、そういった適合性の確認を行ったものを公表文献報

告書として整理させていただいておりまして、食品安全委員会に関係するものということ

で人に対する毒性の分野の文献とか、あと、EFSAなどの海外の評価書に結果が引用されて

いる文献も含めまして、今回整理して送付させていただいているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○山本委員長 よろしいですか。 

 

○松永委員 ありがとうございます。提出されたものというのは、食品安全委員会の専門

調査会の方でも、失礼な言い方ですけれども、それが妥当であるかというところもきちん

と見た上で評価をすることになるのだろうと思っていますが、専門調査会での手続、これ

は食品安全委員会の事務方に説明していただきたいところですが、今後どのようになりま

すでしょうか。 

 

○紀平評価第一課長 事務局からお答えさせていただきます。 

 今回御提出いただきます公表文献などにつきましては、公表文献の報告書という形でま

とめていただいております。そして、その中で公表文献の収集とか選択のプロセスについ

ても記載されておりますので、そのプロセスの妥当性、あるいは内容の妥当性についても

確認した上で文献の評価を進めていくということになると予定しております。 

 以上でございます。 

 

○松川委員 ありがとうございます。関心が非常に高い農薬でございますので、専門調査

会の先生方も、私たちも、きちんと科学的な検討をやってまいりたいと思っております。

よろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

 

○山本委員長 ほかにございませんか。よろしいですか。 

 それでは、農林水産省から御説明のありましたとおり、農薬「グリホサート」について

は、農薬の再評価制度の趣旨を踏まえ、最新の科学的知見に照らして改めて評価を行い、

食品の安全性を確保する必要があると考えられますので、農薬に関する専門調査会におい

て審議するということでよろしいでしょうか。 

 

（首肯する委員あり） 
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○山本委員長 ありがとうございます。 

 それでは、本件については、農薬第一専門調査会において審議することといたします。 

 石岡課長、どうもありがとうございました。 

 

（２）企画等専門調査会における審議結果について 

○山本委員長 次の議事に移ります。 

 「企画等専門調査会における審議結果について」です。 

 企画等専門調査会から、１つ目、令和４年度食品安全委員会が自ら行う食品健康影響評

価の案件候補の選定、２つ目、令和５年度食品安全委員会運営計画、３つ目、令和４年度

食品安全委員会緊急時対応訓練実施結果及び令和５年度食品安全委員会緊急時対応訓練計

画、それぞれについて資料２－１から資料２－５までのとおり報告が提出されています。 

 まず、令和４年度食品安全委員会が自ら行う食品健康影響評価の案件候補の選定につい

て御説明ください。 

 

○浜谷情報・勧告広報課長 情報課でございます。 

 資料２－２の別添１に基づきまして、「自ら評価」の案件候補に関する企画等専門調査

会における審議結果について御説明をいたします。 

 食品安全委員会は、食品安全基本法第24条に基づき、関係大臣から諮問があった場合の

ほか、自らの発意によって食品健康影響評価を行うことができます。昨年７月に１か月間

にわたり令和５年度に実施する「自ら評価」の案件候補を募集した結果、延べ９件の提案

が寄せられました。これを受けて、昨年11月４日、さらに本年１月26日の２回にわたって

企画等専門調査会において案件候補について御審議いただきました。本日はこの審議結果

について御報告いたします。１月26日の企画等専門調査会で案件候補として残ったのは、

有機フッ素化合物、真空パック詰食品のボツリヌス菌、クロノバクター・サカザキ、粘液

胞子虫の２次汚染の４件です。 

 まず１番目の有機フッ素化合物についてです。まずは事務局の方から、海外におけるリ

スク評価の動向、さらにリスク管理の導入強化に係る状況を御紹介しました。また、国内

では１月24日に厚生労働省及び環境省が水質の目標値等の検討を開始したことについて御

説明しました。 

 食品安全委員会としては、飲用水のほか、環境からの寄与も考慮し、汚染物質の摂取に

関する人の健康影響に関して評価を行ってきました。有機フッ素化合物については、これ

までも国内外の知見を収集し、関係機関に提供してきたところです。また、今年度は諸外

国の毒性に関する文献収集も広く行っているところです。 

 結果として、国内において厚生労働省、環境省が水質の目標値等の検討を開始したこと

を勘案すれば、これらも活用しながら、まずは両省の検討に資するよう、科学的な助言を
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行っていくべきとの御議論があったところです。 

 ２番目については真空パック詰食品のボツリヌス菌です。企画等専門調査会の専門委員

から、真空パック詰のあずきばっとうのほか、熊本県から同じく真空パック詰のチーズタ

ッカルビによる食中毒事案について情報をいただいています。双方ともに調理や保管条件

が不十分であったことに起因するものと推定されることを御紹介しました。 

 結論として、現在、ボツリヌス菌についてはファクトシートがございますが、これにチ

ーズタッカルビ等、最近の食中毒事例を加えて更新すべきとの御指示をいただいたところ

です。 

 ３番目はクロノバクター・サカザキです。企画等専門調査会では、乳児用調製粉乳が原

因食品と思われる乳児の食中毒事例に関して、FDAとCDAのレポートの概要を御紹介すると

ともに、クロノバクター・サカザキに関する国内の論文を御紹介しました。また、そのほ

かの文献を検索した結果として、乳児用調製粉乳については、栄養成分の確保という観点

から見た場合に、当該食品中の菌数をゼロにすることはできないこと。また、このことを

勘案して、調乳、そして保存時の衛生管理を徹底すべきという提言を行っているものが複

数あることなどを紹介いたしました。 

 結論として、食品安全委員会として乳児用調製粉乳の調乳と消費の方法について、引き

続き、国民一般に向けて分かりやすい情報を発信すべきとの御提言をいただいたところで

す。 

 最後に寄生虫性食中毒（粘液胞子虫）における２次汚染です。企画等専門調査会では、

粘液胞子虫について、魚から魚への水平感染は一般に起こらないこと、また、粘液胞子虫

は生きた魚の体内でしか増殖できないことから、死んだ魚を放置したからといって増える

ことはないことなどを指摘した文献を御紹介しました。専門調査会の方からは、粘液胞子

虫の生残特性以前に、調理段階で調理器具を衛生的に扱うことは食中毒予防の基本であっ

て、食品安全委員会としては、食中毒予防の三原則を徹底することにより、細菌性食中毒

も含めた食中毒の予防啓発を引き続き行っていくことが重要であるとの御提言をいただい

ているところです。 

 以上、ここまで申し上げた４点の審議結果につきまして、企画等専門調査会としては、

食品安全委員会が自ら行う食品健康影響評価の案件候補として、有機フッ素化合物を食品

安全委員会に御報告いたします。 

 「自ら評価」の案件候補については以上です。 

 

○山本委員長 ありがとうございました。 

 ただ今の説明の内容あるいは記載事項について、御意見、御質問がございましたら、お

願いいたします。 

 浅野委員、どうぞ。 
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○浅野委員 食品安全委員会の浅野です。御説明ありがとうございました。 

 先ほど御説明があった中で、評価案件候補とされました有機フッ素化合物につきまして

質問させていただきます。案件候補としての記載では、括弧書きでPFOA・PFOS、この物質

が書かれていますけれども、先ほども御説明がありましたが、昨今の有機フッ素化合物に

関する動向または関心というのは非常に高くなっております。PFOA・PFOSが事例として挙

げられておりますけれども、それ以外の化合物についても検討されていると思います。食

品安全委員会では、今年の調査事業において様々な分子種の情報を収集していると聞いて

おりますけれども、どのような分子種に関する情報が集まっているのか教えていただけま

すでしょうか。 

 

○紀平評価第一課長 それでは、事務局よりお答えいたします。 

 御指摘いただきましたとおり、有機フッ素化合物としましては、こちらに記載がござい

ますPFOA、パーフルオロオクタン酸、それからPFOS、パーフルオロオクタンスルホン酸以

外にも様々な分子種があると言われております。先ほど事務局からの御説明でも触れまし

た今年度実施中の毒性に関する文献収集におきましては、このPFOA・PFOSに加えまして、

パーフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）につきましても情報を収集、整理しているとこ

ろでございます。 

 本日の御審議で「自ら評価」として採択されて、実際に評価を実施する場合には、それ

らの情報も含めまして、評価対象物質をどう考えるかについても御検討いただくことにな

ると考えております。 

 以上です。 

 

○浅野委員 ありがとうございます。 

 では、実際の進め方について詳しくお聞きしたいと思います。有機フッ素化合物につき

まして、「自ら評価」を行うとした場合に、担当の調査会はどこが担当になると考えてお

られるか教えてください。 

 

○紀平評価第一課長 事務局よりお答えいたします。 

 現在ございます調査会のそれぞれの分担から考えますと、この物質の分野としましては、

汚染物質専門調査会が担当になると考えられます。 

 

○浅野委員 ありがとうございます。物質としてはそのようになると私も思っております

けれども、有機フッ素化合物は、これまでに汚染物質として評価してきた物質とはちょっ

と特性が異なるために、有機フッ素化合物の評価に関連する分野の先生方に御議論いただ

いた方がいいのではないかと思います。 

 そこで、これまでの調査会とはまた別に、関連する分野の専門委員や参考人の参加を得
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て、早急にワーキンググループを設置することとしてはいかがでしょうか。 

 

○山本委員長 その件については後ほど御同意をいただかなければいけないかと思います

けれども、まずは、ほかに御質問がなければ、本件については、企画等専門調査会の審議

結果のとおり、国民から御提案のあった候補の中から有機フッ素化合物を「自ら評価」の

案件とすることとしたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいですか。 

 

（首肯する委員あり） 

 

○山本委員長 ありがとうございます。 

 それでは、先ほど御提案のあった件でございますけれども、今後の進め方です。関連す

る分野の専門委員の参加を得て、調査審議をより効率的、集中的に行うために、新たにワ

ーキンググループを設置して、必要となる情報の収集、整理を行うこととしたいと思いま

すが、よろしいでしょうか。 

 

（首肯する委員あり） 

 

○山本委員長 ありがとうございます。 

 それでは、事務局はワーキンググループの設置について検討をお願いいたします。 

 また、その他の案件につきましては、真空パック詰食品のボツリヌス菌による食中毒に

ついては、最近の真空パック詰食品による食中毒事例を追加して、食品安全委員会のファ

クトシートを更新する。クロノバクター・サカザキについては、乳児用調製粉乳の適切な

調乳と消費の方法について、引き続き、国民一般に向けて分かりやすい情報を発信する。

寄生虫性食中毒（粘液胞子虫）における２次汚染に関して、食中毒の予防三原則を徹底す

ることにより、細菌性食中毒等を含めた予防啓発を引き続き行うということでよろしいで

しょうか。 

 

（首肯する委員あり） 

 

○山本委員長 ありがとうございます。 

 続きまして、令和５年度食品安全委員会運営計画について説明をお願いいたします。 

 

○込山総務課長 総務課長の込山でございます。 

 運営計画（案）について御説明申し上げます。資料は、資料２－３と資料２－３の参考

１、参考２でございます。参考１、参考２につきましては、適宜御覧いただきたいと思い

ます。御説明は資料２－３本体に基づいて御説明申し上げます。 
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 先ほども申し上げましたとおり、企画等専門調査会におきまして、この運営計画（案）

についても御審議いただき、報告を取りまとめていただいたところでございます。その内

容についての御報告です。 

 内容について御覧ください。運営計画（案）につきまして、第１、第２、第３等々と項

目が並んでございますが、この項目立てにつきましては、基本的には令和４年度の運営計

画と同様でございます。 

 中身についてでございますが、まず第１、事業運営方針についてです。こちらは編集上

の書き方を少し変更させていただいております。具体的には、令和４年度の計画におきま

しては、（２）の重点事項として、以下、本体のいわば要約的なものを記載させていただ

いておりましたが、内容の若干の重複が見られるということもございまして、編集上の工

夫として重点事項というのは削除させていただいて、本体の方できちんと書き込むという

形を取らせていただいてございます。 

 この事業運営方針につきましては、令和４年度の内容と同様でございまして、委員会創

立以来のミッションでございます、国民の健康の保護を最優先に、事務を円滑に進めてい

くということを重ねて明記してございます。 

 続きまして、第２の委員会の運営全般についてです。こちらにつきましても、４年度の

内容とほぼ同じでございます。（２）の企画等専門調査会の記述もございますが、こちら

も別紙１という形でスケジュールを明確化してございます。スケジュールにつきましては、

こちらも４年度とほぼ同等のスケジュールで進めていくことを予定してございます。 

 （３）の①でございますが、細かい点で恐縮でございます。委員会の下に専門調査会と

同等の位置づけとするワーキンググループを設置と書かせていただいてございます。４年

度の記載におきましては、こちらは「原則として同等の位置づけ」というような書き方を

させていただいてございましたが、こちらの位置づけをより明確化するということで、「原

則として」という言葉を落とし、専門調査会と同等の位置づけということを明確化させて

いただいてございます。 

 続いて（６）でございます。こちらにつきましては、来年度の運営計画に新たに追記し

た点でございます。内容は、委員会におけるDXの取組についてでございます。いわゆるデ

ジタル・トランスフォーメーションに関する取組です。食品健康影響評価書及び委員会が

保有する毒性評価結果等のいわばデータでございますが、そうしたものについて知的財産

上の配慮を講じつつ、オープンデータ化の構築に向けた調査・検討を行う。また、リスク

評価業務の効率化や評価技術の高度化を図るため、データベースやAI等デジタル技術の活

用可能性について検討を進めるという旨を新たに追記させていただいてございます。 

 直ちにこういったデータベース等々が構築できるということではございませんが、そう

いったものの構築に向けて、どのような検討が必要であるか、そうした調査検討を進めた

いと考えてございます。 

 続いて、第３でございますが、食品健康影響評価の実施についてでございます。２ペー



12 

 

ジにお移りいただきまして、内容としましては、こちらは４年度に記載された内容とほぼ

同様でございます。 

 ２ページの真ん中ほど、２の評価ガイドライン等の策定とございます。来年度におきま

しては、評価のガイドラインにつきましては、２段目に書いてございますように、遺伝子

組換え食品の安全性評価基準の改正に向けた調査審議を行うということを記載しています。

また、この安全性評価基準が改正された後には、これに基づきまして、さらに技術的文書

の検討を進めたいと考えてございます。 

 加えて、ベンチマークドーズ法の活用についてでございますが、来年度においては、疫

学研究で得られた用量反応データにこのベンチマークドーズ法を適用する場合の具体的な

手順、考え方の整理をしたいと考えてございますので、その点も検討課題として追記して

ございます。 

 ３の「自ら評価」を行う案件の推進です。議事の１で御議論いただきましたが、来年度

におきましても、この「自ら評価」案件の選定をはじめ、またその実施に向けたスケジュ

ール等について、４年度と同様の内容で考えてございます。別紙２に具体的なスケジュー

ルを記載してございます。 

 ３ページにお移りいただきまして、第４、食品健康影響評価の結果に基づく施策の実施

状況の監視です。食品安全委員会において行っていただいた評価結果に基づいて、各リス

ク管理機関がどのような施策を実施しているか、そうした施策の実施状況の監視、点検を

きちんと行っていきます。 

 また、食品安全モニターさんから種々御報告いただいていますが、その点についてもこ

ちらに記載させていただいてございます。 

 続いて、第５、食品の安全性の確保に関する研究・調査事業の推進です。平成22年と令

和５年に改正されましたロードマップが研究・調査事業の方向性をまとめたものでござい

ますが、引き続き、このロードマップに即して研究・調査事業を推進していきたいと考え

ております。そういった旨を３ページの下の方、（１）、（２）、（３）に記載してござ

います。 

 ４ページにお移りいただきまして、とりわけ下の方の３を御覧ください。今申し上げた

ロードマップに関する事項でございます。研究・調査事業の追跡調査、プログラム評価等

の実施とございます。これまで行われた研究事業、調査事業について、個別にその内容を

改めて検証するといった追跡評価を実施するとともに、（２）でございますが、この研究

事業・調査事業を全体として眺めて、この相対としての目標の達成度合い等々についてプ

ログラム評価を実施するということを来年度予定しています。 

 そうした追跡評価、プログラム評価を踏まえた上で、必要があれば、冒頭申し上げまし

たロードマップ自体につきましても、これを改正する必要があるやなしやについて検討を

開始したいと考えてございます。この点を改めて追記いたしました。 

 ５ページでございます。今度はリスクコミュニケーション・情報発信の促進についてで
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す。いろいろな工夫を凝らしながら、いろいろなリスクコミュニケーションに取り組んで

いるところでございますが、そうした取組を引き続き実施したいと考えてございます。と

りわけこの３行目でございますけれども、当委員会の認知度の向上をさらに図りながら、

かつ対象者の方々に応じた様々な媒体・機会を活用したリスクコミュニケーションの工夫、

そういったことを積極的に実施したいと考えてございます。 

 その下に３つポツが並んでございますが、ここに記載されているようなことを重点的な

テーマとして考えつつ、リスコミの実施を行いたいと思います。 

 さらに５ページの下の方に様々な手段を通じた情報発信でございますが、それぞれのメ

ディア・媒体の特性を改めて分析し、それに即した丁寧な情報提供を行っていきたいとい

うことを５ページから６ページにかけて記載してございます。 

 ６ページの一番下でございますが、「食品の安全」に関する科学的な知識の普及啓発と

ございます。これはこれまでも実施している内容ですが、７ページにお移りいただいて、

（１）の解説講座であったり、（２）の意見交換会、講師派遣、（３）の訪問学習の受入

れ、さらに委員会で実施してございます食の安全ダイヤルの活用、そういったことを改め

て記述してございます。 

 リスクコミュニケーションの重要なテーマ、部分でございますが、関係機関・団体また

は消費者の方々等々との意見交換、連携体制の構築といったことがございます。そういっ

たことを進めるために、具体的な取組内容について７ページの一番下の３の（１）、（２）、

続いて８ページの（３）から（５）にかけて記載をしてございます。 

 お話は変わりまして、８ページ、第７でございますが、緊急の事態への対処でございま

す。こちらについても４年度の内容とほぼ同じでございますけれども、とりわけ３にござ

いますように、消費者庁を中心とする緊急時対応訓練の実施ということで、引き続き、こ

うした緊急時の対応を常に心がけていきたいと考えてございます。 

 ８ページの下でございますが、第８、情報の収集、整理、活用についての記載でござい

ます。 

 続いて、９ページ、第９、国際協調の推進という形でございます。テーマとしては１か

ら３がございますが、１つは国際会議等への委員、事務局職員の派遣でございます。コロ

ナの状況等はございますけれども、若干だんだんと緩和されてきているという状況もござ

いますので、こうした国際会議等への派遣について積極的に対応していきたいと考えてご

ざいます。 

 同様に、２の海外の研究者の方を招聘するといった事業であったり、また、海外の食品

安全機関との連携強化について、努めていきたいと考えてございます。 

 最後になりますが、10ページの４で、同様に、海外への情報発信ということで、英語版

のホームページの充実であったり、また、当委員会が編集してございます論文、「Food 

Safety」という英文ジャーナルがございますが、そうしたものの内容の充実を図ってまい

りたいと考えてございます。 
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 運営計画の内容について、雑駁ですが、説明は以上でございます。 

 御参考までに、先ほど申し上げたとおり、参考１が概要、参考２が４年度の運営計画と

の新旧対照になってございますので、適宜御参照いただければと思います。 

 説明は以上でございます。 

 

○山本委員長 ありがとうございました。 

 ただ今の説明の内容、あるいは記載事項につきまして、御意見、御質問がございました

ら、どうぞお願いいたします。 

 川西委員。 

 

○川西委員 御説明ありがとうございます。この運営計画の関連で、ちょっと私の方から

DXへの取組について質問させていただきます。 

 DXの取組については、この運営計画の委員会の運営全般の（６）のところでデータベー

スの構築とか、それから、私たちが行うリスク評価の科学的な作業へのDXの取組というの

が書かれているのですけれども、もう一つの側面としては、日々のいろいろな会議で使う

資料等々、今まで積極的に取り組んでいるけれども、まだ紙ベースのことが多いというよ

うなことも私などは感じるところです。 

 という意味で、令和５年度の運営計画でここに新たに追加されたDXの取組について、今

私が申し上げた希望も含めて、全体として具体的にどのような検討を進めていくのかとい

うことについて、ちょっと追加的に説明いただくとありがたいと思います。 

 

○山本委員長 事務局、お願いいたします。 

 

○込山総務課長 御質問ありがとうございます。運営計画（案）上では、ここにまさに４

行で表現させていただいたところでございますけれども、確かに先生御指摘のとおり、DX

の取組についてはいろいろな面があろうかと思います。例えば当委員会の業務に照らして

考え得ることとしては、１つは今先生が御指摘になりました、いろいろ資料のデジタル化

ということで、事務局の中で持っているアナログデータを可能な限りデジタル化して、電

子的な管理や保存、また、会議での活用といったことができるようにすること、これは基

礎中の基礎だと思います。こういったことが１点目。 

 ２点目として、業務プロセスにおいて横断的にデータの検索とか分析、ひもづけができ

るような、業務上、業務プロセスをデジタル化できるような業務の効率化に向けた取組が

あるのかなと考えています。 

 さらに科学的な評価ということにつながっていくかと思いますが、３点目として、毒性

の評価などの予測などにも活用できるようなデータベースの構築といったようなこともあ

ろうかと思います。 
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 さらに、こちらは運営計画にもきちんと明記してございますが、政府が保有するデータ

は国民の財産であるという観点から、委員会が有するデータをオープンデータとして提供

するためのデータベースの組み立て方、そういったことも検討課題かと思います。 

 思いついた点だけで本当に恐縮なのですが、そういったことで、今、正直申し上げると

取りかかれているところは、まだ１の段階も、その１もまだ道半ばというところもござい

ますけれども、引き続きそういった課題を具体的に考えながら検討を進めていきたいと思

いますので、御指導のほどよろしくお願いいたします。 

 

○山本委員長 川西先生。 

 

○川西委員 ありがとうございます。私自身は一委員ですが、これからこういうものが実

現していくことは極めて重要だと思いますので、よろしくお願いします。 

 

○山本委員長 私からもDXに関して一言申し上げておきたいと思います。先ほど事務局か

らもおっしゃいましたとおり、DXの取組に当たっては様々な切り口がありまして、一朝一

夕で構築できるものではないということも十分承知しておりますが、それらの道行きです

ね。それぞれをきちんと整理する必要があると考えております。 

 また、AIなどのデジタル技術の動向も常にキャッチアップする必要があると思いますし、

DXに関するそれぞれの課題を明確化しながら、具体的かつ段階的に検討していくことが必

要と考えております。なかなか一遍にはできないことであると思いますので、ロードマッ

プのようなものを検討していく必要があるのだろうと思っております。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 

○込山総務課長 ありがとうございます。 

 

○山本委員長 ほかにございませんか。 

 吉田委員、どうぞ。 

 

○吉田委員 いろいろ御説明ありがとうございました。私の方からも健康影響評価につい

て１つお伺いしたいことがあるのですけれども、第３の食品健康影響評価の実施のうちの

２番目の評価ガイドライン等の策定等というところに関してです。遺伝子組換え食品の評

価基準について改正に向けた調査審議を引き続き行うとありますけれども、その中にまた、

技術的文書の整理の検討を進めるということもあります。先日の企画等専門調査会におい

てもやり取りがありましたけれども、この技術的文書ですね。これまで専門調査会での議

論の中でどのような内容を検討することになっているのか、その辺を教えていただけない

でしょうか。 
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○山本委員長 事務局、どうぞ。 

 

○井上評価情報分析官 御質問ありがとうございます。資料２－３の２ページに記載がご

ざいます「遺伝子組換え食品等の安全性評価基準」につきましては、安全性評価の基本的

な考え方については国際整合性の観点からも変更の必要はないものの、次世代シークエン

サー等の新たな解析技術への対応などについて、専門調査会において起草委員の先生方を

中心に検討を進めていただいているところでございます。 

 昨年12月19日の専門調査会におきましても、従来の解析方法に加え、選択肢の１つとし

て次世代シークエンサーによる解析の現状、また、求められる要件などについて御議論い

ただいたところでございます。まだ仮称ではございますけれども、この「技術的文書」に

ついて、最新の科学的知見に基づくリスク評価を進めていくため、いわゆる改正後の評価

指針を補完するものとして、例えば次世代シークエンサーといった新たな解析の技術によ

り、得られたデータを評価する場合の評価項目ですとか、あと、これまでの個別の評価事

例の中で積み重ねてきた宿主、挿入遺伝子、組換え体等の安全性評価の考え方、また評価

基準、こういったものを整理して、明示的に規定していくということで検討いただいてい

るところでございます。 

 今年度から来年度にかけまして、技術的文書の具体的な内容に関しましては、専門調査

会、起草委員会の先生方を中心に御議論いただく予定でございます。 

 以上でございます。 

 

○山本委員長 ありがとうございます。よろしいですか。 

 

○吉田委員 どうもありがとうございます。シークエンスの技術もそうなのですけれども、

データサイエンスも進んでおりますので、その分野に詳しい専門調査会の先生方に御議論

いただいて、本当に最新の科学技術、それから知見に基づくリスク評価ができるようにし

ていただけたらと思います。ありがとうございました。 

 

○山本委員長 ほかにございませんか。特に修正等はございませんか。 

 それでは、本案について、広く国民からの意見を聞いた上で最終決定を行いたいと思い

ますが、よろしいでしょうか。 

 

（首肯する委員あり） 

 

○山本委員長 ありがとうございます。 

 それでは、本件につきましては、意見の募集手続に入ることといたします。 
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 続きまして、令和４年度食品安全委員会緊急時対応訓練実施結果及び令和５年度食品安

全委員会緊急時対応訓練計画について説明をお願いいたします。 

 

○込山総務課長 総務課長でございます。 

 続きまして、資料２－４、資料２－５に基づきまして御説明申し上げます。資料２－４

は、令和４年度の緊急時対応訓練実施結果の報告書（案）でございます。資料２－５が令

和５年度の緊急時対応訓練計画（案）でございます。 

 まず最初に、資料２－４、報告書（案）を御覧いただきたいと思います。おめくりいた

だきまして、１ページを御覧ください。令和４年度に実施いたしました緊急時対応訓練に

つきましては、この１ページに書いてあるような内容を実施したところです。具体的には、

まず１といたしまして新任者研修、この委員会事務局に入りました新任職員に対しまして

緊急時の対応の手順、手順書等に基づいての講義を実施いたしました。 

 また、１ページの下の方になりますが、実務研修といたしまして、こちらは新任職員に

限らず、食品安全委員会事務局の職員はもちろん、関係省庁の職員の方々にも御参加いた

だき、その情報収集、発信上の実践的な課題、やり方、そうしたものにつきまして実践的

な内容の研修を行ったものでございます。 

 ２ページにお移りいただきまして、この実務研修の一環としまして、もう一点、（２）

で緊急時対応事例講習会というのがございます。こちらは過去の食品安全に関するような

具体的な事例を素材といたしまして、当時の対応状況等について担当の方から御説明をい

ただいて、今後の対応に生かしていくというものでございます。 

 令和４年におきましては、富山市さんにお越しいただいて具体的な講習を実施いたしま

した。富山市で令和３年に発生した学校給食における食中毒事案を題材に、当時対応で御

苦労された富山市保健所の方からお話を伺ったところでございます。 

 ３点目といたしまして、２ページの下段の３、確認訓練でございます。消費者庁を中心

として関係省庁が一斉に対応する訓練でございますが、令和４年12月23日に実施いたしま

した。２ページの一番下にございますように、訓練におきましては、具体的なハザード名、

何が起きたのかということについて直前までこのシナリオは非提示でございまして、訓練

に当たって、改めてその内容を聞いて対応を考えるといったものでございます。 

 ３ページにお移りいただきまして、今申し上げた訓練で用いた仮想シナリオの概要につ

いても中ほどに記載させていただいてございます。 

 ３ページから、これまでにも申し上げた訓練の内容についてのアンケート結果であった

り、それに基づいた検証といったことを記載させていただいてございます。例えば５ペー

ジの一番下でございますが、新任者研修での一つの課題といたしまして、一番下にござい

ますように、緊急時対応の最も基礎的な研修として、今回新任者に限っての参加者となっ

てございましたが、この参加者の対象範囲をどうするのかというのが今後考えなければい

けない検討課題でございます。 
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 また、さらに８ページまでお移りいただいて、実務研修の中で、これはアンケート結果

などにもあった点でございますけれども、今後、引き続き検討すべき課題として、８ペー

ジの中ほどにございますように、緊急時の食品安全委員会の役割を改めて整理する必要が

ある。また、その役割に合わせて緊急時対応手順書をリバイスしていく必要があるだろう

ということでございます。こちらも課題の一つとして認識してございます。 

 さらに、消費者庁を中心とした確認訓練などを通じてでございますが、11ページを御覧

いただきたいと思います。11ページのこれまた中ほどでございます。今回の訓練につきま

しては、先ほど御説明したシナリオに即して実施したところでございます。ただ、今回の

シナリオについては、②に書いてございますように、職員の一意見として、今回の訓練課

題は比較的メジャーなハザードであったため、スムーズに対応することができたと。ただ、

レアなハザードの場合、対応はかなり難しかったのではないかとか、そのためにも海外情

報をはじめとして、日頃から準備しておかないと、いざとなったときに短時間での情報の

収集・整理は難しいだろうというようなコメントもございました。 

 また、令和２年度、３年度からとりわけ意識してございます対応ですが、テレワーク中

の職員の対応というのが大きな課題になってございます。テレワーク中であったとしても、

こういった緊急事態においてスムーズに対応できるというのは大きな課題でございます。

そういった点で、11ページの③にもございますように、今回、システム上の掲示板システ

ムを活用して対応したところでございますが、その点について、掲示板を活用したことは

大変よかったと、非常にスムーズにできたというような前向きなアンケート結果もござい

ました。 

 そのようなことを踏まえまして、はしょって恐縮ですけれども、14ページ、一番最後ま

でお移りいただきまして、今後の課題、さらにこの課題を踏まえての今後の対応というこ

とでございます。Ⅲの課題を踏まえた今後の取組として４点まとめさせていただいてござ

います。１点目は、繰り返しですが、より実効性のある手順書となるように、毎年度、訓

練を踏まえて、その訓練の反省を踏まえてこの手順書をリバイスしていくということ。か

つ、その内容をきちんと周知していくといったこと。また、２点目でございますが、その

対応については、消費者目線に立った対応ができるように、研修等を通じて、各職員がそ

の役割を明確化していくということが常日頃の課題としてあるということが２点目。３点

目でございますが、先ほど申し上げたとおり、テレワーク中の職員もスムーズに対応でき

るような仕組みを一層追求していくといったこと。４点目ですが、これは食品安全委員会

の大きなミッションでございますけれども、科学的知見に基づく迅速な対応を的確に行う

ため、とりわけ平時からの準備というのが重要になります。こちらは例示として専門家リ

ストの定期的更新、緊急時の参集体制の整備等と挙げてございますが、その他の点も含め

まして、平時からの準備を、何をしなければいけないのかということを常に考えていく必

要があるということで課題としてまとめさせていただいてございます。 

 そうした課題を踏まえて、来年度の計画（案）でございます。こちらは資料２－５にな
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ります。資料２－５の１ページ目でございますが、例年どおり、４年度と同様の内容で基

本的には訓練等を実施したいと考えてございますが、とりわけ考えなければいけないテー

マとして、先ほど申し上げた課題を改めて５年度の計画の中にも記載してございます。具

体的には２の重点課題の（２）でございます。ここに実効性の向上と書いてございますが、

先ほど申し上げた手順書のリバイス、テレワーク中の対応、また、科学的知見を平時から

どう準備していくのかといったことについて課題として明記しました。 

 それと、最後に加えてでございますが、今後のスケジュールでございます。最後のペー

ジ、３ページになります。横表になってございますが、令和５年度緊急時対応訓練の骨子

としてまとめてございます。先ほど新任者研修の御説明をしたところで、参加者をどうす

るかということを課題として申し上げました。そこで、来年度につきましては、新任者研

修とそれ以外の職員向けの研修とあえて分けることはせず、そちらを統合して実務者研修

として実施するということを考えてございます。そういうことで、先ほど申し上げた初任

者研修、実務研修を統合して一つの緊急時対応実務者研修として組み立てたいと思ってご

ざいます。２つの研修を併せることになりますので、そのやり方についてはいろいろ工夫

を考えなければいけないかと思います。その時間的な問題であったり、内容の問題があり

ますが、いずれにいたしましても、職員の皆さんができる限り参集できるような内容にし

たいと考えます。 

 その他、具体的な過去の事例に学ぶ事例研修であったり、また、消費者庁を中心とした

確認訓練については、引き続き、同様に対応していきたいと考えてございます。 

 これまた大変雑駁で恐縮ですが、緊急時対応訓練に関する説明は以上でございます。 

 

○山本委員長 ありがとうございました。 

 ただ今の説明の内容あるいは記載事項につきまして、御意見、御質問がございましたら、

どうぞお願いいたします。 

 松永委員、どうぞ。 

 

○松永委員 松永でございます。御説明どうもありがとうございました。詳しく御説明い

ただきまして、改めて食品安全委員会の役割は大きいんだなということを再確認しました。

国民の健康保護を最優先とするというのがありますので、それに基づいて情報提供を分か

りやすく正確にとか、関係府省庁と連携を取りながらというのは、実際には非常に難しい

ことですので、改めて気を引き締めてと思っているところです。 

 それで、ある程度御説明いただいたのですが、来年度、初任者研修と実務研修を統合し

て実施すると。やり方を工夫しますというふうにおっしゃっておられましたが、やはり内

容が相当に多くなると考えられます。一方で、あまりにもたくさんのことを例えば一度に

情報提供すると、考えることができなくなって、議論というところに進めないということ

もありますので、コンパクトで分かりやすい研修にするということを心がけていただきた
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いという、これはお願いです。 

 その際に、やはり実践的な内容にする、役立つものにするということが大事だと思いま

す。これは本当にいろいろな意味で大変で、研修を組み立てるというのは非常に大変だと

思いますし、研修は１回きりではなくて、その研修を考えながら常日頃の業務の中でも、

もし何かあったら自分は何をしたらいいのか、何が足りないのかというところを職員の皆

さん、私たちも含めて常に考えながら行動をしたり、いろいろな情報発信をするような流

れにしていただきたいし、私たち委員もそのようにしなければいけないと思っております。

御回答を求めるのではなくて意見ですので、そのように考えていただければと思います。

私も共に考えていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

 

○込山総務課長 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

 

○山本委員長 ほかにございませんか。 

 では、私の方から一言、感想と意見といいますか、お願いをしておきたいと思いますけ

れども、今回、確認訓練に参加させていただいたときに、私もテレワークで参加させてい

ただきました。テレワーク中でしたけれども、掲示板を活用した情報共有は比較的うまく

いっていると感じました。 

 今回の内容としては、ハザードが比較的メジャーなものであったということもあって、

科学的知見の毒性検索等が容易だったと報告されましたけれども、引き続き行っていただ

きたいと思うのですが、マイナーなハザードも含めて科学的知見の収集、迅速な情報共有

のためにどういったことが必要なのか。平時における準備について検討が必要と考えます

ので、今後ともよろしくお願いいたします。 

 

○込山総務課長 ありがとうございました。承知いたしました。 

 

○山本委員長 それでは、令和５年度食品安全委員会緊急時対応訓練計画につきましては、

報告された案のとおり決定するということでよろしいでしょうか。 

 

（首肯する委員あり） 

 

○山本委員長 ありがとうございます。 

 それでは、この計画に従って訓練を実施してまいりたいと思います。 

 

（３）添加物専門調査会における審議結果について 

○山本委員長 次の議事に移ります。 
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 「添加物専門調査会における審議結果について」です。 

 本件については、専門調査会から意見・情報の募集のための評価書案が提出されていま

す。 

 まず、担当の川西委員から説明をお願いいたします。 

 

○川西委員 それでは、「ポリビニルアルコール」に関する審議結果の報告について、私

の方から概要を説明させていただきます。 

 資料３の４ページを御覧ください。今般、製造用剤として使用される添加物「ポリビニ

ルアルコール」について、厚生労働省に添加物としての指定及び規格基準の設定の要請が

なされ、食品安全委員会に対して食品健康影響評価の依頼がなされました。 

 ポリビニルアルコールには、不純物として酢酸メチル及びメタノールが挙げられており、

このうち、酢酸メチルについては、メタノールと酢酸に分解します。そこで、ポリビニル

アルコール、以下「PVA」と略して説明させていただきますが、これに加えて、メタノール

及び酢酸に係る知見を踏まえ、総合的にポリビニルアルコールの食品健康影響評価を行う

こととしました。 

 評価に用いた試験成績は、PVAを被験物質とした体内動態、遺伝毒性、急性毒性、反復投

与毒性、生殖発生毒性、ヒトにおける知見等に関するものです。 

 まず最初、PVAですが、これの体内動態については、経口投与後のPVAの吸収は非常に小

さく、主な排泄経路は糞便中であると考えました。 

 PVAには遺伝毒性は認められないと判断しました。 

 反復投与毒性、生殖発生毒性試験等を検討した結果、ラット90日間反復投与試験及びラ

ット生殖毒性試験に基づき、PVAのNOAELを最高用量である5,000 mg／kg 体重／日と判断し

ました。 

 PVAの一日摂取量は、国民平均で590 mg／人／日（11 mg／kg 体重／日）、小児で370 mg

／人／日（23 mg／kg 体重／日）と推計しました。 

 専門調査会は、PVAは消化管でほとんど吸収されないこと、ラット90日間反復経口投与試

験及びラット生殖毒性試験において最高用量である5,000 mg／kg 体重／日まで毒性所見

が認められていないことから、PVAが添加物として適切に使用される場合、PVAの安全性に

懸念はないと考えられ、ADIを特定する必要はないと判断しました。 

 次にメタノールですが、メタノールについては食品安全委員会で2019年に評価が行われ

ています。その後、新たな知見が認められていないことから、新たな体内動態及び毒性に

関する検討は行いませんでしたが、PVA由来のメタノールの推定一日摂取量は、国民平均で

0.15 mg／kg 体重／日、小児で0.32 mg／kg 体重／日であり、通常の食事由来のメタノー

ルと同様に吸収され、体内で代謝及び排泄されると考え、ヒトにおける知見、通常の食習

慣でのメタノールの摂取量は国民平均で2.0 mg／kg 体重／日、小児で0.81 mg／kg 体重／

日ですが、及び、FDAにより設定されたADI、7.1から8.4 mg／kg 体重／日も考慮して、PVA
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が添加物として適切に使用される場合、PVA由来のメタノールは、安全性に懸念はないと判

断しました。 

 ３つ目、酢酸についてですが、食品安全委員会で2017年に評価が行われています。その

後、新たな知見が認められていないことから、新たな体内動態及び毒性に関する検討は行

いませんでしたが、PVA由来の酢酸摂取量、国民平均で5.0 mg／人／日、小児で3.6 mg／人

／日が食事由来の摂取量、130から520 mg／人／日と比較して極めて少ないことを評価した

結果、PVAが添加物として適切に使用される場合、PVA由来の酢酸は安全性に懸念はないと

判断しました。 

 以上を踏まえ、専門調査会は、PVAが添加物として適切に使用される場合、安全性に懸念

はないと考えられ、ADIを特定する必要はないと判断しました。 

 それでは、詳細については事務局から説明をお願いします。 

 

○井上評価情報分析官 お手元の資料３に基づき補足の説明をさせていただきます。 

 評価書案の２ページを御覧ください。審議の経緯でございますが、昨年６月の食品安全

委員会において要請事項説明が行われ、昨年７月以降、添加物専門調査会における調査審

議を経まして、本日御報告するものでございます。 

 おめくりいただきまして６ページでございます。評価対象品目でございますが、名称は

ポリビニルアルコールで、評価書案ではPVAと表記をしてございます。 

 用途は製造用剤、結合剤、コーティング剤等でございます。 

 次に７ページ、（２）ポリビニルアルコール関連化合物ですが、不純物として、溶媒の

メタノール及びけん化時の副生成物である酢酸メチルが挙げられております。 

 その下、８．起源又は発見の経緯でございます。PVAは、工業原料及び加工剤として、国

内外で広く使用されており、医薬品添加物規格、また医薬部外品原料規格に収載され、化

粧品の添加物としても使用されております。 

 次の８ページ、諸外国における使用状況でございますが、米国ではGRAS物質とされ、食

品包装材料への使用が認められております。欧州ではカプセル及び錠剤に１万8000 mg／kg

まで使用が認められているところでございます。 

 10．評価要請の経緯及び添加物指定の概要でございます。表２に記載のとおり、カプセ

ル・錠剤等通常の食品形態でない食品以外の食品に使用してはならないとして、使用量は、

カプセル・錠剤等通常の食品形態でない食品1 kgにつき45 g以下でなければならないと使

用基準案が示されております。 

 続きまして、９ページから安全性に係る知見の概要です。ポリビニルアルコールの不純

物として、メタノール及び酢酸メチルが挙げられております。酢酸メチルは、メタノール

と酢酸に分解されると考えられ、ポリビニルアルコールの安全性については、PVAに加え、

メタノール及び酢酸について検討しております。 

 また、メタノールに関しましては二炭酸ジメチルの評価において体内動態及び毒性につ



23 

 

いて検討され、その後、新たな知見は認められていないため、また、酢酸についても既に

検討されており、新たな知見も認められていないため、本評価書では、体内動態及び毒性

に関する検討は行わないこととしたとしております。 

 PVAに関する体内動態については、おめくりいただきまして13ページの（４）体内動態の

まとめがございますが、ラットにおける知見から、経口投与後のPVAの吸収は非常に小さく、

主な排泄経路は糞便中であり、静脈内投与後の排泄に関する試験結果から、PVAは体内に吸

収された場合、低分子量では速やかに尿中から排泄され、高分子量ほど排泄が遅くなると

考えたとしております。 

 同じく13ページから２．毒性試験でございます。遺伝毒性につきましては、14ページに

ありますとおり、PVAには遺伝毒性はないと判断されたとしております。 

 続きまして、15ページ、反復投与毒性でございますが、表８に記載の投与群でラット90

日間反復投与毒性試験が実施をされております。3,500 mg／kg 体重／日以上で軟便が認め

られておりますが、これは生理的な影響と考え、NOAELを最高用量である5,000 mg／kg 体

重／日と判断しております。 

 続きまして、おめくりいただいて17ページからラット生殖毒性試験の記載がございます

が、本試験における親動物に対する一般毒性及び生殖毒性並びに児動物に対する毒性に係

るNOAELを最高用量である5,000 mg／kg 体重／日としております。 

 18ページ、（７）毒性のまとめでございます。PVAについては、遺伝毒性は認められない

と判断され、ラット90日間反復経口投与試験、ラット生殖毒性試験の結果に基づき、PVA

のNOAELを最高用量である5,000 mg／kg 体重／日と判断したとしております。 

 続きまして、19ページから一日摂取量の推計等でございます。 

 PVAの一日摂取量については、平成23年国民健康・栄養調査報告から「補助栄養素・特定

保健用食品」のカテゴリーの摂取量データを引用して推計しております。本データは、使

用対象食品の摂取量を求める上で過不足はあるものの、当該摂取量データに使用基準案に

おけるポリビニルアルコールの最大使用量を乗じて、使用基準策定後のPVAの摂取量を国民

平均で590 mg、小児で370 mg／人／日としております。 

 また、不純物の酢酸メチルについては、純度試験の規格案の上限量を踏まえ、国民平均

で5.9、小児で3.7 mg／人／日と推計をしております。 

 メタノールの現在の食事由来の摂取量につきましては、おめくりいただいて21ページに

記載がございますが、果実ジュース及びアルコール飲料中のメタノールの濃度の情報を基

に、メタノールの摂取量の最大は国民平均で2.0、小児で0.81 mg／kg 体重／日と推計をさ

れております。 

 また、ポリビニルアルコール由来のメタノール摂取量につきましては、国民平均8.5 mg、

小児で5.4 mg／人／日と推計をしております。 

 （３）酢酸に関しましては、現在の食事由来の摂取量、130から520 mg／人／日、ポリビ

ニルアルコール由来は4.8 mg／人／日、小児で3.0 mg／人／日としております。 
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 食品健康影響評価につきましては、おめくりいただきまして25ページからでございます。 

 まず、PVAに関しまして、本専門調査会は、PVAは消化管でほとんど吸収されないこと、

ラット90日間反復経口投与試験及びラット生殖毒性試験において最高用量の5,000 mg／kg 

体重／日まで毒性所見が認められていないことから、添加物として適切に使用される場合、

PVAの安全性に懸念はないと考えられ、ADIを特定する必要はないと判断したとしておりま

す。 

 また、同じく25ページの２．以降でございますが、メタノール及び酢酸についても、ポ

リビニルアルコールが添加物として適切に使用される場合、ポリビニルアルコール由来の

メタノール及び酢酸は安全性に懸念はないと判断されたとしてございます。 

 次の26ページ、最後の段落でございます。先ほど川西委員からの御説明のとおりでござ

いますが、本専門調査会では、ポリビニルアルコールが添加物として適切に使用される場

合、安全性に懸念はないと考えられ、ADIを特定する必要はないと判断したとしております。 

 本件につきまして、よろしければ、30日間、御意見・情報の募集を行いたいと考えてお

ります。 

 補足の説明は以上でございます。 

 

○山本委員長 ありがとうございました。 

 ただ今の説明の内容あるいは記載事項について、御意見、御質問がございましたら、お

願いいたします。 

 松永委員。 

 

○松永委員 松永でございます。 

 評価結果案自体には異論はございません。ただ、ちょっと分かりにくいというか、なか

なかぱっと聞いたときによく理解できないところがあって、厚生労働省から出されている

使用基準案、８ページ目の表２にありますけれども、ここで「カプセル・錠剤等通常の食

品形態でない食品以外の食品に使用してはならない」というふうに記載されています。こ

れは何となく分かるような分からないような、ぱっと聞くと私なんかはもう頭がこんがら

がってしまうのですけれども、こういう表現の仕方は添加物の使用基準では時折見られる

表現だと思います。これだとストレートにカプセル・錠剤等にのみ使える基準というふう

に説明していただいた方が分かりやすいのですけれども、多分、法的な理由があってこう

いう表現になっているのだろうなと思うわけです。 

 傍聴していただいている方とかにも誤解がないように、どうしてこのような表現になっ

ているのかというところを説明していただけますでしょうか。 

 

○山本委員長 事務局、お願いします。 
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○井上評価情報分析官 事務局でございます。御質問ありがとうございます。 

 今回、添加物専門調査会において御審議いただいたポリビニルアルコールは、錠剤やカ

プセルの形状をしたいわゆるサプリメントの製造の際に結合剤、コーティング剤などとし

て使用することを目的として評価依頼があったものでございます。食品衛生法におきまし

て、添加物は使用を認める物質をリスト化するというポジティブリスト制が導入されてお

ります。また、添加物について規格基準が定められたときには、その基準に合わない方法

により製造、加工、使用等を行ったものは製造、輸入、販売等をしてはならない旨、規定

をされているところでございます。このため、規格基準の中で添加物の使用基準で対象食

品が限定されている場合には「○○以外の食品に使用してはならない」といった表現が用

いられてきているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○松永委員 ありがとうございました。 

 つまりは、今回の場合には、ポリビニルアルコールを添加物のリストに入れますと。使

用する対象食品はカプセル・錠剤等通常の食品形態とはなっていない食品、いわゆるサプ

リメントに限るということなのだろうと思います。それ以外の食品、例えばお菓子とか総

菜など様々な普通の加工食品にはポリビニルアルコールは使用してはいけませんよという

ことを多分この基準案で明確に規定しているということだと理解していいのでしょうか。 

 

○井上評価情報分析官 ありがとうございます。今、委員御説明のとおりでございます。 

 

○松永委員 ありがとうございました。よく分かりました。 

 

○山本委員長 よろしいでしょうか。ほかにございませんか。 

 それでは、本件につきましては、意見・情報の募集手続に入ることとし、得られた意見・

情報の整理、回答案の作成及び評価書案への反映を添加物専門調査会に依頼することとし

たいと思います。 

 

（４）農薬第四専門調査会における審議結果について 

○山本委員長 次の議事に移ります。 

 「農薬第四専門調査会における審議結果について」です。 

 本件については、専門調査会から意見・情報の募集のための評価書案が提出されていま

す。 

 まず、担当の浅野委員から説明をお願いいたします。 

 



26 

 

○浅野委員 それでは、フェノキシプロピオン酸系除草剤「キザロホップエチル及びキザ

ロホップＰテフリル」の概要につきまして、資料４に沿って説明いたします。 

 資料４は評価書が３部ありまして、最初がキザロホップエチル及びキザロホップＰテフ

リルを併せた評価書、そして、その次に第一部、キザロホップエチル、そして第二部、キ

ザロホップＰテフリルの順番になっております。 

 キザロホップエチルとキザロホップＰテフリルは、エステル部分の構造が異なるため、

それぞれ独立した毒性試験が行われております。同一のものとして併せて評価できないこ

とから個別に評価を実施して、第一部、第二部の農薬評価書をつくっております。なお、

今回は第３版の審議になります。 

 厚生労働省からはキザロホップエチルの評価依頼で来ておりますけれども、全般におき

まして、キザロホップエチル及びキザロホップＰテフリルとして評価しておりまして、今

回もキザロホップエチル及びキザロホップＰテフリルの評価として審議を行っております。 

 それでは、まず最初に、第一部のキザロホップエチルの評価の要約につきまして、概略

を説明いたします。第一部、１－10ページを御覧ください。ここに要約を示してあります。

フェノキシプロピオン酸系除草剤「キザロホップエチル」について、第３版の改訂に当た

っては、厚生労働省から作物残留試験、国内のブロッコリー、ごぼう等、海外では小麦及

び大麦、それから家畜代謝試験、ヤギ及びニワトリ、及び畜産物残留試験、ウシ及びニワ

トリの成績等が新たに提出されております。 

 各種毒性試験の結果から、キザロホップエチル投与による影響としては、主に認められ

た所見としまして、肝細胞肥大等の肝臓の所見、それから精巣の萎縮が認められました。 

 発がん性、繁殖能に対する影響、催奇形性及び遺伝毒性は認められませんでした。 

 なお、各種試験結果から、農産物及び魚介類中のばく露評価対象物質をキザロホップエ

チル及び代謝物Ｂ、畜産物中のばく露評価対象物質をキザロホップエチル及び代謝物Ｂ、

これは加水分解によって代謝物Ｂに変換される代謝物を含むと設定いたしました。 

 各試験で得られた無毒性量のうち最小値は、ラットを用いた２年間慢性毒性／発がん性

併合試験の0.9 mg／kg 体重／日であったことから、これを根拠として、安全係数100で除

した0.009 mg／kg 体重／日を許容一日摂取量（ADI）と設定いたしました。 

 また、キザロホップエチルの単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影響に対す

る最小毒性量は、ラットを用いた急性毒性試験における833 mg／kg 体重であり、無毒性量

が設定できませんでしたが、各試験の結果を総合的に判断して、無毒性量はカットオフ値

である500 mg／kg 体重以上であると考えられたことから、急性参照用量（ARfD）は設定す

る必要がないと判断いたしました。 

 続きまして、キザロホップＰテフリルの評価の概要を説明いたします。第二部の２－８

ページを御覧ください。フェノキシプロピオン酸系除草剤「キザロホップＰテフリル」に

つきまして、こちらは海外評価機関、EUのEFSA及び豪州のAPVMAの作成した評価書等を用い

て食品健康影響評価を実施いたしました。 
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 各種毒性試験結果から、キザロホップＰテフリル投与による影響は、主に肝細胞肥大等

の肝臓の所見、それから重量減少等の精巣の所見、そして貧血等の血液に認められました。 

 神経毒性及び遺伝毒性は認められませんでした。 

 ラットを用いた発がん性試験におきまして、腎臓の扁平上皮癌、ライディッヒ細胞種並

びに肝細胞腺腫及び肝細胞癌の発生頻度が増加しましたが、その発生メカニズムは遺伝毒

性のメカニズムによるものとは考えがたく、評価に当たって閾値を設定することは可能で

あると考えられました。 

 ラットを用いた２世代繁殖試験におきまして、受胎率の低下、生存児数の低下等が認め

られました。また、ラットを用いた発生毒性試験におきまして、母動物において毒性影響

の認められる用量で口蓋裂及び尾の異常が認められました。ウサギの試験におきましては、

催奇形性は認められませんでした。 

 以上、各種試験結果から、農産物中のばく露評価対象物質をキザロホップＰテフリル及

び代謝物Ｂと設定いたしました。 

 以上の各試験で認められた無毒性量のうち最小値は、ラットを用いた２年間慢性毒性／

発がん性併合試験の1.3 mg／kg 体重／日であったことから、これを根拠としまして、安全

係数100で除した0.013 mg／kg 体重／日をADIと設定いたしました。 

 また、キザロホップＰテフリルの単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影響に

対する無毒性量のうち最小値は、ラットを用いた発生毒性試験における無毒性量、30 mg

／kg 体重／日であったことから、これを根拠としまして、安全係数100で除した0.3 mg／

kg 体重をARfDと設定いたしました。 

 最初の評価書の総合評価を御覧ください。ページはローマ数字のⅹページに示されてい

る総合評価です。食品安全委員会農薬第四専門調査会は、これらの総合的な評価としまし

て、キザロホップエチルの許容一日摂取量（ADI）である0.009 mg／kg 体重／日及びキザ

ロホップＰテフリルのADIである0.013 mg／kg 体重／日のうち、より低い値であります

0.009 mg／kg 体重／日をキザロホップエチル及びキザロホップＰテフリルのグループADI

と設定いたしました。この数字に関しましては、前版と変更はありません。 

 また、キザロホップエチルの急性参照用量は設定する必要がないと判断して、キザロホ

ップＰテフリルのARfDは0.3 mg／kg 体重と設定されたことから、キザロホップＰテフリル

のARfDである0.3 mg／kg 体重をキザロホップエチル及びキザロホップＰテフリルのグル

ープARfDと設定いたしました。 

 農産物中のばく露評価対象物質につきましては、キザロホップエチル、キザロホップＰ

テフリル及び代謝物Ｂ、畜産物中のばく露評価対象物質につきましては、キザロホップエ

チル及び代謝物Ｂ、これは加水分解による代謝物Ｂに変換される代謝物も含んでおります。

魚介類中のばく露評価対象物質については、キザロホップエチル及び代謝物Ｂと設定いた

しました。 

 詳細につきましては、事務局から説明をお願いいたします。 
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○紀平評価第一課長 それでは、事務局の方から、今回の審議に当たりまして追加提出さ

れた資料を中心に御説明させていただきます。 

 資料４を御覧ください。先ほど御紹介いただきましたとおり、評価書は三部構成となっ

ております。まず、総合評価の最初の評価書を御覧ください。ページ番号がローマ数字の

ⅲページになります。こちらに審議の経緯について記載がございます。今回、第３版関係

となります。今回の申請に当たりましては、だいずの適用拡大に向けた基準値設定依頼、

それから大麦、小麦のインポートトレランス設定、それに加えまして、ブロッコリー、そ

ば、ごぼう、かんきつ等の適用拡大の基準値設定依頼があったことから、厚生労働大臣か

ら評価要請があったものとなります。 

 調査会では、昨年11月と12月の２回にわたりまして農薬第四専門調査会での御審議をい

ただいたものとなります。 

 まず最初、第一部のキザロホップエチルの評価書を御覧ください。１－11ページになり

ます。こちらは評価対象農薬の概要でございます。用途は除草剤、こちらに一般名としま

してキザロホップエチルとキザロホップＰエチル、２つ記載がございます。こちらにつき

ましては、次の１－12ページを御覧いただきますと、６．に構造式がございます。キザロ

ホップエチルがラセミ体、キザロホップＰエチルがＲ体、光学異性体となります。 

 下の方、８．開発の経緯でございます。キザロホップエチルは、フェノキシプロピオン

酸系除草剤となります。作用機序は、アセチルCoAカルボキシラーゼを阻害する作用を有す

るものでございます。 

 １－13ページにお進みください。国内の状況ですけれども、1989年に初回農薬登録され

ております。また、海外では、米国、欧州、カナダ等で登録されているものとなります。 

 今回追加提出があった資料についてです。１－22ページにお進みください。（２）とし

まして作物残留試験について今回資料提出がありました。結果につきましては、国内の最

大残留値の記載は今回変更ないということで、これまでの記載どおりとなっております。 

 １－23ページにお進みください。（３）家畜代謝試験でございます。こちらはまずヤギ

についてですけれども、分析結果が提出されております。下の段落、下から５行目ほどで

すけれども、10％TRRを超えて認められた代謝物は、乳汁、筋肉、死亡、肝臓、腎臓におき

ましてＢ、それから、乳汁においてＤが認められたというものとなります。 

 続きまして、１－25ページにお進みください。②としましてニワトリの試験結果でござ

います。こちらは１－26ページの文章の真ん中ほどですけれども、10％TRRを超えて認めら

れた代謝物につきましては、卵、肝臓、腎臓でＢ、それから、卵でＢの抱合体、肝臓、腎

臓でＪが認められたというものとなります。 

 １－27ページにお進みください。（４）畜産物残留試験の結果でございます。①としま

してウシの結果がございます。一番下の段落ですけれども、キザロホップエチル、代謝物

Ｂ、Ｄの合量の最大残留値は、乳汁では0.02 μg／g、クリームでは0.31 μg／g、脱脂乳
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では定量限界未満であったというものです。また、臓器、組織中における最大残留値は、

腎臓で0.05 μg／gであったというものです。 

 １－28ページ、②のニワトリの試験結果でございます。 

 一番下の段落ですけれども、キザロホップエチル、代謝物Ｂ、Ｄの合量の最大残留値は、

卵で0.02 μg／g、臓器、組織中では、腎臓で0.09 μg／gであったというものです。 

 その下、（６）推定摂取量についてです。今回こちらを新たに追記しております。 

 推定摂取量の計算につきましては、後ろの方、１－88ページに別紙７として表をお示し

しております。その結果、１－28の表18に推定摂取量の計算結果を記載しております。国

民平均としまして28.5 μg／人／日という結果であったというものです。 

 その結果、１－62ページにお進みいただきますと、食品健康影響評価についての記載が

ございます。 

 １－63ページ、ADI、ARfDの結果につきましては、先ほど浅野委員から御紹介があったと

おりでございまして、ADIについては変更なし、ARfDは今回新たに設定するということを検

討した場合に、設定の必要なしとなったというものです。 

 続きまして、第二部の方に移ります。キザロホップＰテフリルの評価書についてでござ

います。 

 まず、２－９ページにお進みください。対象農薬の概要の記載がございます。 

 下の方、６．に構造式がございます。キザロホップＰテフリルは、先ほどのキザロホッ

プエチルと比べまして右側のエステル基のところの構造が異なるものとなります。こちら

につきましては、今回新たな資料提出はなかったというものとなります。 

 そして最後、２－36ページに食品健康影響評価の結果としまして、今般新たにARfDの設

定を行ったというものでございます。 

 最後、総合評価としましてのADI、ARfDについては、先ほど浅野委員から御紹介があった

とおりです。 

 資料４、一番冒頭にお戻りください。今回このような御審議結果をいただきました。本

日御了解いただけましたら、明日から30日間、国民からの意見・情報の募集を行いたいと

考えております。 

 以上でございます。 

 

○山本委員長 ありがとうございました。 

 ただ今の説明の内容あるいは記載事項について、御意見、御質問がございましたら、お

願いいたします。 

 よろしいですか。 

 それでは、本件については、意見・情報の募集手続に入ることとし、得られた意見・情

報の整理、回答案の作成及び評価書案への反映を農薬第四専門調査会に依頼することとし

たいと思います。 
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（５）肥料・飼料等専門調査会における審議結果について 

○山本委員長 次の議事に入ります。 

 「肥料・飼料等専門調査会における審議結果について」です。 

 本件については、専門調査会から意見・情報の募集のための評価書案が提出されており

ます。 

 まず、担当の私から、「次硝酸ビスマス」、それから「次硝酸ビスマスを有効成分とす

る牛の乳房注射剤」の審議結果について概要を説明したいと思います。 

 最初に次硝酸ビスマスです。資料５－１の４ページの要約を御覧ください。次硝酸ビス

マス、以下「BSN」と申し上げますが、人の健康を損なうおそれのないことが明らかである

ものとして厚生労働大臣が定める物質、いわゆる対象外物質として定めることについて、

食品健康影響評価を実施しました。 

 薬物動態試験の結果から、人及び動物におけるBSNの生物学的利用率は非常に低く、仮に

吸収されても尿中及び糞中に排泄され、動物に経口投与されたビスマスは、動物体内に蓄

積しないと考えられました。 

 乳牛にBSNを有効成分とする乳房注入剤を単回投与した薬物動態試験では、投与前後の牛

の血中ビスマス濃度はLOD未満でした。 

 また、残留試験では、乳汁中のビスマス濃度は、搾乳回数を経るごとに減少し、遠心分

離処理した試料につきましては、投与群と非投与群の間に顕著な差は認められませんでし

た。 

 遺伝毒性試験の結果から、BSNに遺伝毒性はないと判断いたしました。 

 亜急性毒性試験では、最大投与量の1,000 mg／kg 体重／日をNOAELと判断し、発生毒性

試験では、母動物及び胎児のNOAELを最大投与量の1,000 mg／kg 体重／日とし、催奇形性

はないと判断いたしました。 

 乳房注入剤を投与した牛が生産する牛乳・乳製品由来のビスマス推定摂取量は、最大と

試算された７から14歳において17.0 μg／人／日でした。BSNは、人用医薬品として１日2 g

の経口投与で使用されており、欧州では人の食品由来ビスマスの摂取量は５から20 μg／

人／日とされ、その大部分は吸収されず、糞便に直接排泄されると報告されております。 

 したがいまして、動物用医薬品としてBSNを投与された牛に由来する牛乳・乳製品中のビ

スマス濃度は、人の健康に影響を与える量ではないと判断いたしました。 

 以上のことから、食品安全委員会肥料・飼料等専門調査会は、BSNは、動物用医薬品とし

て通常使用される限りにおいて、食品に残留することにより人の健康を損なうおそれのな

いことが明らかであると考えたと結論をまとめております。 

 詳細につきましては、事務局から説明をお願いいたします。 
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○前間評価第二課長 承知しました。 

 それでは、事務局から補足の説明をいたします。資料５－１の３ページ、審議の経緯を

御覧ください。本成分は、昨年８月に厚生労働大臣から評価要請を受け、その後、第180

回、181回の肥料・飼料等専門調査会において審議を経て、本日御報告するものです。 

 ６ページの７．使用目的及び使用状況等を御覧ください。次硝酸ビスマス（BSN）は、収

れん及び粘膜面を被覆保護する作用を有し、国内では人用医薬品として主に下痢症に対し

て１日2 gの経口投与で使用されています。また、動物用医薬品としても承認されており、

ここに記載のある動物の下痢症に対して経口投与で使用されます。 

 海外では、欧米を含む60か国以上でウシの細菌性乳房炎予防を目的とした乳房注入剤と

しての使用も認められています。今般、国内においてもBSNを有効成分とする牛の乳房注入

剤の承認申請が行われたことに伴い、BSNを対象外物質として定めることについて評価要請

が行われたものです。 

 ７ページの（１）薬物動態試験（総説）を御覧ください。吸収について、BSNは動物及び

人での生物学的利用率が１％未満と非常に低く、経口摂取時の吸収はごくわずかであると

報告されています。 

 分布については、摂取されたビスマスは腎臓に高濃度で分布すること。また、人におけ

る慢性的な高用量の摂取事例では脳症の発生が報告されていることから、ビスマスが神経

系に可逆的に吸収・分布されると推定されると記載しております。 

 ③の代謝及び④排泄ですけれども、BSNは結腸内で硫化ビスマスを生成するものの、全身

循環への移行や代謝はほとんど見られず、糞便中に排泄され、吸収された極めて少量のビ

スマスも腎臓を通じて尿中へ排泄されると報告されています。 

 ９ページの（４）薬物動態試験（牛）を御覧ください。こちらは牛にBSNを有効成分とす

る乳房注入剤を単回投与した薬物動態試験です。投与前と投与後の牛の血中ビスマス濃度

は、全測定時点で検出限界、LOD未満でした。 

 10ページの残留試験（牛）を御覧ください。こちらも乳房注入剤を牛に単回投与した試

験です。投与群は、投与時期が異なる２群を設定し、分娩約12時間前に投与剤を除去し、

分娩後に１日２回搾乳し、乳中ビスマス濃度の測定を行いました。ビスマス濃度は製剤投

与により上昇しましたけれども、搾乳回数を経るごとに減少傾向が見られ、回収された生

乳のフィルター処理または遠心分離処理によりさらに低下しました。遠心分離した試料に

ついては、投与群と非投与群の間に顕著な差は認められませんでした。 

 12ページの遺伝毒性試験を御覧ください。BSNの遺伝毒性試験の結果を表５に、次サリチ

ル酸ビスマス、以下「BSS」と申し上げますけれども、その結果を表６に記載しております。 

 BSNは、in vitroの遺伝子突然変異試験及び染色体異常試験で、また、BSSは、in vitro

の復帰突然変異試験及び染色体異常試験でいずれも陰性でした。 

 米国における評価では、BSSの復帰突然変異試験の結果からも、BSNも同試験での陰性が

推定されるとしております。いずれのビスマス塩でもin vivoの試験の報告はありませんで
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した。 

 以上のこと、また、BSNを含むビスマス塩の生体内吸収は極めて低いことから、in vivo

の試験の必要性は低く、BSNには遺伝毒性はないと判断いたしました。 

 14ページ、５．亜急性毒性試験の（１）を御覧ください。ラットにBSNを90日間強制経口

投与する試験を実施されましたけれども、試験期間中に死亡は見られず、一般状態等に異

常は見られませんでした。本試験の毒性影響所見はないと判断し、無毒性量、NOAELを最大

投与量の1,000 mg／kg 体重／日と判断しました。 

 16ページ、７．生殖発生毒性試験の（１）を御覧ください。妊娠５から19日のラットに

BSNを強制経口投与する試験が実施されました。試験期間を通じて母動物、胚及び胎児に影

響は見られず、NOAELを最大投与量の1,000 mg／kg 体重／日、また、催奇形性はないと判

断しました。 

 17ページ、ビスマスの推定摂取量（１）を御覧ください。ビスマスの食品や水道水中の

含有量は、国や地域の自然環境によって左右されると考えられていますけれども、欧州で

は食品からのビスマスの摂取量を５から20 μg／人／日としております。 

 18ページの（２）は乳房注入剤を使用した牛から生産された牛乳・乳製品由来のビスマ

ス摂取量を国内の牛乳・乳製品摂取量を用いて算出した結果を記載しております。日本国

内全ての乳牛に本製剤が投与されたと仮定した見積もりではありますけれども、最大と試

算された７から14歳で17 μg／人／日となりました。 

 20ページの国際機関等における評価の概要を御覧ください。EMEAは、BSNについて、経口

投与される止瀉剤としては消化管から実質的に吸収されないこと、また、ビスマスは食品

中に含まれる成分であることなどから、安全性に問題はないとして、MRLの設定は不要と判

断しています。 

 また、乳房注入剤としての使用においても全身作用は考えにくいこと、分娩後６から８

回目までの搾乳は初乳として扱われること、つまり人の食用には供されないということで

す。BSNな消化管から実質的に吸収されないことは明白であることなどから、MRLの設定は

不要と判断し、休薬期間はゼロ日としています。 

 FDAにおいても、BSNは乳房注入剤の主剤としてGRAS認証され、MRLの設定は必要ないとし

ています。 

 最後に21ページ、Ⅲ．食品健康影響評価の記載でございますけれども、結論については、

先ほど山本委員長から御説明いただいたとおりです。 

 資料５－１の補足説明は以上です。 

 

○山本委員長 ありがとうございました。 

 続きまして、「次硝酸ビスマスを有効成分とする牛の乳房注入剤(オルベシール)」に関

する審議結果について概要を私から説明いたします。 

 資料５－２の３ページの要約を御覧ください。本製剤の主剤である次硝酸ビスマスは、
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先ほど御説明をしたとおり、動物用医薬品として通常使用される限りにおいて、食品に残

留することにより人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるとすることが提案さ

れております。 

 また、本製剤に使用されている添加剤は、本製剤の含有成分として摂取した場合の人へ

の健康影響は無視できる程度と考えられました。 

 本製剤を用いた残留試験では、乳汁中のビスマス濃度は搾乳回数を経るごとに減少し、

遠心分離処理した試料につきましては、投与群と非投与群の間に顕著な差は認められませ

んでした。 

 牛の安全性試験及び臨床試験の結果、本製剤を常用量で適切に使用する場合、牛の安全

性に問題はないと考えられました。 

 以上のことから、本製剤が適切に使用される限りにおいては、食品を通じて人の健康に

影響を与える可能性は無視できる程度と考えたと結論をまとめております。 

 事務局より補足の説明をお願いいたします。 

 

○前間評価第二課長 承知しました。 

 それでは、資料５－２に基づきまして、事務局より補足の説明をいたします。 

 資料５－２の２ページ、審議の経緯を御覧ください。先ほども５－１で説明したものと

同様、昨年の８月に、こちらは農林水産大臣から動物用医薬品の製造販売承認に係る評価

要請を受け、その後、第181回、183回の肥料・飼料等専門調査会において審議を経て、本

日御報告するものです。 

 ４ページ、評価対象動物用医薬品の概要を御覧ください。本製剤は、乾乳開始時の牛の

乳房内に投与し、乳頭管を物理的に塞ぐことによって新規の細菌感染を防ぎ、乳房炎の発

症を予防するもので、主剤は次硝酸ビスマス（BSN）です。 

 用法・用量ですが、１分房当たり１容器分（BSNとして2.6 g）を乳頭内に注入します。 

 Ⅱ．安全性に係る知見を御覧ください。主剤であるBSNは、動物用医薬品として通常使用

される限りにおいて、食品に残留することにより人の健康を損なうおそれのないことが明

らかであるとすることが提案されております。 

 ５ページの（２）にあります添加剤でございますけれども、ステアリン酸アルミニウム、

軽質無水ケイ酸及び流動パラフィンが使用されております。ステアリン酸アルミニウムは、

体内でステアリン酸とアルミニウムに解離すると考えられ、ステアリン酸はJECFA及びEFSA

においてADIは特定しない、アルミニウムは食品安全委員会において耐容週間摂取量（TWI）

を2.1 mg／kg 体重／週、JECFAにおいて暫定耐容週間摂取量（PTWI）を2 mg／kg 体重／週

と評価されています。軽質無水ケイ酸は、食品添加物や医薬品添加物として使用されてお

り、JECFAは、ADIを特定しないとしています。流動パラフィンは、食品添加物として使用

されており、食品安全委員会は、動物用ワクチンの添加剤としての評価において、ADIやMRL

の設定は不要としています。 
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 これらのことから、本製剤の含有成分として摂取した場合の人への健康影響は無視でき

る程度とまとめています。 

 ５ページに記載のある残留試験ですけれども、こちらは先ほど次硝酸ビスマスの評価で

御説明したものと同じ知見でございますので割愛させていただきます。 

 ７ページの３．牛に対する安全性の①安全性試験を御覧ください。乳頭への物理的刺激

等による影響を評価することを目的とし、牛20頭に本製剤を２倍量にまで単回乳房内投与

し、同日夕方の搾乳時に除去するという乳房への物理的刺激等による影響を評価すること

を目的とした安全性試験が実施されました。 

 投与後に乳房炎になった３頭を除き、試験期間を通じて一般状態に異常は見られず、乳

汁中、体細胞数は投与後12回搾乳時までに投与前の水準になりました。 

 乳房炎の発生は、本製剤投与と有意な関連性はありまでした。 

 以上のことから、本製剤を常用量及び２倍量投与しても、牛に対する安全性に問題はな

いと考えました。 

 ８ページの（２）臨床試験を御覧ください。乾乳開始時に常用量を乳房内投与し、分娩

後60日目まで観察した臨床試験が２つ実施されました。いずれも試験期間を通じ、投与に

関する有害事象は見られませんでした。 

 以上のことから、本製剤を用法・用量の範囲で使用する場合、牛に対する安全性に問題

はないと考えました。 

 10ページにⅢ．食品健康影響評価を記載しておりますが、結論については、先ほど山本

委員長から御説明いただいたとおりです。 

 最後になりますが、資料５－２の表現について、正確を期すために３か所追記をお願い

したいと存じます。具体的には、３ページの３行目、４ページ下から３行目、及び10ペー

ジの１行目の３か所において、主語が「食品安全委員会」とありますところを、「食品安

全委員会肥料・飼料等専門調査会」とそれぞれ追記させていただきたく存じます。併せて

御審議のほどお願いしたいと思います。 

 以上、さきに説明をしました資料５－１と併せ、資料５－２につきましても、よろしけ

れば、明日、２月１日から30日間、国民からの意見・情報の募集を行いたいと考えており

ます。 

 補足の説明は以上です。 

 

○山本委員長 ありがとうございました。 

 ただ今の説明の内容あるいは記載事項について、御意見、御質問がございましたら、お

願いいたします。 

 よろしいですか。 

 それでは、本件については、意見・情報の募集手続に入ることとし、得られた意見・情

報の整理、回答案の作成及び評価書案への反映を肥料・飼料等専門調査会に依頼すること
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としたいと思います。 

 

（６）食品安全基本法第24条の規定に基づく委員会の意見について 

○山本委員長 次の議事に移ります。 

 「食品安全基本法第24条の規定に基づく委員会の意見について」です。 

 まず、農薬「グルホシネート」についてです。 

 本件については、昨年11月29日の第880回委員会会合において厚生労働省から評価要請が

あった際に、本委員会が既に食品健康影響評価の結果を有しているため、平成21年10月８

日付の委員会決定「食品安全委員会が既に食品健康影響評価の結果を有している評価対象

について、食品安全基本法第24条の規定に基づき意見を求められた場合の取扱いについて」

に基づき検討を行い、委員会において審議し、必要に応じて評価書を改訂することとして

いました。本日、その審議を行いたいと思います。 

 それでは、担当の浅野委員から説明をお願いいたします。 

 

○浅野委員 本件につきまして、本委員会で直接審議いただくため、評価書案を提出して

おります。評価要請があった際の会合において説明したとおり、今回新たに提出された資

料の内容からは、新たに安全性について懸念させるような知見は認められず、評価結果に

変更はございません。 

 詳細につきましては、事務局から説明をお願いいたします。 

 

○紀平評価第一課長 それでは、事務局より補足させていただきます。 

 資料６－１を御覧ください。農薬評価書「グルホシネート」についての第５版となりま

す。こちらの評価書は三部構成になっております。 

 まず最初に農薬評価書のローマ数字でページ番号を振っております４ページを御覧くだ

さい。こちらに第５版の審議の経緯がございます。今般、ごまの適用拡大について、これ

はグルホシネートＰについてですけれども、こちらの基準値設定依頼があったことを受け

まして、厚生労働大臣から評価要請があったものでございます。先ほど委員長の御説明に

ありましたとおり、昨年11月、第880回の食品安全委員会におきまして要請事項説明を受け

たものでございます。 

 内容についてです。後ろの第一部にお進みいただきまして、ページ番号１－11を御覧く

ださい。こちらは評価対象農薬の概要についてでございます。グルホシネート、用途は除

草剤となります。 

 ６．に構造式がございます。こちらに不斉炭素が１個ございまして、こちらのグルホシ

ネートはラセミ体となっております。 

 ７．開発の経緯です。グルホシネートは、アミノ酸系の除草剤で、グルタミン合成酵素
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阻害の作用を有するというものでございます。今回はグルホシネートＰについての適用拡

大の要請でございますので、こちらの評価書につきましては修正はございません。 

 続きまして、第二部、グルホシネートＰの農薬評価書にお進みいただきます。ページ番

号としましては、２－９ページにこちらの評価対象農薬の概要の記載がございます。グル

ホシネートＰの用途は同じく除草剤となります。 

 ６．構造式に光学異性体の構造式の記載がございます。 

 開発の経緯です。２－10ページにお進みいただきますと記載がございます。グルホシネ

ートＰは、活性本体であるＬ体を選択的に製造したものとなります。我が国では2011年に

農薬登録されております。 

 続きまして、今回の追加資料の提出があったものでございます。２－17ページにお進み

ください。６．作物残留試験の項目がございます。こちらで今回の適用拡大に併せまして

資料が追加提出されまして、その結果につきましては、後ろの別紙３に記載をしておりま

すが、本文については修正なしというものとなります。 

 以上、まとめとしまして、最初の総合評価の農薬評価書にお戻りいただきます。ページ

番号がローマ数字のものになりますけれども、ⅷページを御覧ください。ⅷページの一番

上の部分に、第５版の改訂に当たっては、作物残留試験（ごま）の成績等が新たに提出さ

れたという記載がございます。 

 その結果、（３）の総合評価についてですけれども、ADI、ARfDについては変更ないとい

うものでございます。 

 また、次のⅸページにお進みいただきますと、推定摂取量の記載がございます。表１で

す。この中で今回数字の変更があったのは、一番右側、高齢者についてで、これまでの81.0

から81.1に数字の更新をしたというものでございます。 

 以上、グルホシネートにつきましては、これまでの評価結果を前回の評価書から変更す

るものではないということから、国民からの意見・情報の募集を実施することなく、リス

ク管理機関に結果をお返ししたいと考えております。 

 以上でございます。 

 

○山本委員長 ありがとうございました。 

 ただ今の説明の内容あるいは記載事項について、御意見、御質問がございましたら、お

願いいたします。 

 よろしいですか。 

 それでは、本件については、意見・情報の募集は行わないこととし、以前の委員会で決

定いたしました評価結果と同じ結論、すなわちグルホシネートのADIを0.0091 mg／kg 体重

／日、ARfDを0.01 mg／kg 体重と設定するということでよろしいでしょうか。 

 

（首肯する委員あり） 
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○山本委員長 ありがとうございます。 

 次に、遺伝子組換え食品等「長鎖多価不飽和脂肪酸含有及びイミダゾリノン系除草剤耐

性セイヨウナタネLBFLFK」（食品）についてです。 

 本件については、専門調査会における審議、意見・情報の募集の手続が終了しておりま

す。 

 それでは、事務局から説明をお願いいたします。 

 

○井上評価情報分析官 お手元の資料６－２に基づき御説明をさせていただきます。 

 評価書の３ページを御覧ください。審議の経緯でございます。2020年10月の食品安全委

員会において要請事項説明がなされ、その後、専門調査会において御審議をいただき、昨

年11月の食品安全委員会において審議結果を御報告したものでございます。その後、昨年

11月30日から12月29日まで意見・情報の募集を行ったものでございます。 

 おめくりいただきまして、６ページ、評価対象食品の概要です。本品目、「長鎖多価不

飽和脂肪酸含有及びイミダゾリノン系除草剤耐性セイヨウナタネLBFLFK」でございます。

本品目は、卵菌類、海洋微生物藻類、コケ等に由来する７種のデサチュラーゼ遺伝子及び

３種のエロンガーゼ遺伝子を導入し、種子中でこれらの脂肪酸合成酵素が発現することに

より長鎖多価不飽和脂肪酸を産生するものでございます。また、アセトヒドロキシ酸合成

酵素遺伝子が導入され、AHAS(At)タンパク質が発現することでイミダゾリノン系除草剤耐

性が付与されております。 

 おめくりいただきまして、25ページを御覧ください。食品健康影響評価結果でございま

す。本品目については、「遺伝子組換え食品（種子植物）の安全性評価基準」に基づき評

価をした結果、人の健康を損なうおそれはないと判断したとしております。 

 また、なお書きの部分でございますが、こちらは今後、本品目と従来品種などとの掛け

合わせ品種について評価依頼があった場合でございますけれども、本系統は、宿主の代謝

系における一部の代謝産物が利用され、宿主が有していない新たな代謝産物を合成する形

質が付与されていることから、セイヨウナタネLBFLFKを用いた掛け合わせ品種は、「遺伝

子組換え植物の掛け合わせについての安全性評価の考え方」に従い、食品健康影響評価を

実施することとするとしております。 

 本件につきまして、意見・情報の募集結果につきましては、評価書の最後に参考として

添付をしてございます。期間中１件の御意見がございました。 

 意見の概要でございます。中長期的な影響はまだ判断できないはず。遺伝子組換え品は、

100％の安全性が断言できるまで使用を禁止すべき。これ以上増やすのはやめ、一旦全ての

遺伝子組換え品の流入を停止いただきたいといった御意見や、複合影響を検証できるまで

認めるべきではない。また、従来の添加物と比較して同等であれば、遺伝子組換え品でも

認めるというスタンスについての御意見をいただいております。 
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 これについての専門調査会の回答、右の欄でございます。本食品については、挿入遺伝

子の供与体は毒素産生に関する報告がないこと、挿入遺伝子が発現するタンパク質は毒性

及びアレルギー誘発性を示さないこと、挿入遺伝子の塩基配列等を解析し目的以外の遺伝

子が混入していないこと等について確認を行いました。 

 また、栄養成分及び有害成分の非組換えセイヨウナタネとの比較については、脂肪酸以

外は特段の変化はなく、含有量が有意に高かった脂肪酸、新たに産生された脂肪酸につい

て、それらの含有量が他の食経験のある食品の範囲内であることなどを確認しております。 

 本食品は、非組換えセイヨウナタネと比較して新たに安全性を損なうおそれのある要因

は認められなかったことから、人の健康を損なうおそれはないと判断しました。 

 また、遺伝子組換え食品等を摂取することによる複合影響に関しまして、従来品と比較

し、安全性を個々に確認することで安全性は担保されるものと考えております。 

 また、遺伝子組換え食品等の使用等については、リスク管理に関するものと考えられる

ことから、厚生労働省へお伝えしますとしております。 

 今回１件の御意見が寄せられておりますが、専門調査会の結論を変更することなく、関

係機関に通知をしたいと考えております。 

 説明は以上でございます。 

 

○山本委員長 ありがとうございました。 

 ただ今の説明の内容あるいは記載事項について、御意見、御質問がございましたら、お

願いいたします。 

 よろしいですか。 

 それでは、本件については、遺伝子組換え食品等専門調査会におけるものと同じ結論、

すなわち「長鎖多価不飽和脂肪酸含有及びイミダゾリノン系除草剤耐性セイヨウナタネ

LBFLFK」（食品）については、「遺伝子組換え食品（種子植物）の安全性評価基準」に基

づき評価した結果、人の健康を損なうおそれはないと判断した。なお、本系統は、宿主の

代謝系における一部の代謝産物が利用され、宿主が有していない新たな代謝産物を合成す

る形質が付与されていることから、セイヨウナタネLBFLFKを用いた掛け合わせ品種は「遺

伝子組換え植物の掛け合わせについての安全性評価の考え方」に従い、食品健康影響評価

を実施することとするということでよろしいでしょうか。 

 

（首肯する委員あり） 

 

○山本委員長 ありがとうございました。 

 次に、遺伝子組換え食品等「長鎖多価不飽和脂肪酸含有及びイミダゾリノン系除草剤耐

性セイヨウナタネLBFLFK」（飼料）についてです。 

 本件については、専門調査会における審議が終了しております。 
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 まず、担当の川西委員から御説明をお願いいたします。 

 

○川西委員 「長鎖多価不飽和脂肪酸含有及びイミダゾリノン系除草剤耐性セイヨウナタ

ネLBFLFK」の飼料に関する審議結果の報告についてです。 

 それでは、私の方から要約、概要を説明させていただきます。資料６－３、３ページの

要約を御覧ください。 

 本系統は、先ほどの食品で説明いたしました食品のセイヨウナタネLBFLFKと同じもので

あります。今回は飼料としての評価ということになります。したがって、「遺伝子組換え

飼料及び飼料添加物の安全性評価の考え方」に基づき評価しました。 

 その結果、本系統では、従来のセイヨウナタネと比較して新たな有害物質が生成される

ことは考えられないため、畜水産物中に新たな有害物質が移行することは想定されません。 

 また、遺伝子組換えに起因する成分が畜産物中で有害物質に変換、蓄積される可能性や

家畜の代謝系に作用して新たな有害物質が生成される可能性も考えられません。 

 したがいまして、改めて「遺伝子組換え食品（種子植物）の安全性評価基準」に準じて

評価を行う必要はなく、当該飼料を摂取した家畜等に由来する畜水産物については、人の

健康を損なうおそれはないと判断いたしました。 

 それでは、詳細は事務局から説明をお願いします。 

 

○井上評価情報分析官 お手元の資料６－３に基づき補足の説明をさせていただきます。 

 審議の経緯でございます。１ページ目です。本品目につきましては、2020年10月の食品

安全委員会において要請事項説明がなされ、その後、遺伝子組換え食品等専門調査会にお

いて御審議をいただき、本日御報告をするものでございます。 

 おめくりいただいて、４ページ、評価対象飼料の概要でございます。先ほど川西委員か

ら御説明がございましたとおりでございます。「長鎖多価不飽和脂肪酸含有及びイミダゾ

リノン系除草剤耐性セイヨウナタネLBFLFK」と同じものであり、魚の養殖時に飼料に混ぜ

る魚油の代替として使用される予定であり、また、油粕は従来のセイヨウナタネと同様、

高タンパク質飼料として利用されるものでございます。 

 ４ページの中ほどから食品健康影響評価でございます。１．のところでございますが、

まず遺伝子組換え作物を飼料として用いました動物の飼養試験において、挿入された遺伝

子または当該遺伝子によって産生されるタンパク質が畜産物に移行することはこれまで報

告がなされていないということでございます。 

 また、２．でございます。LBFLFK油は魚油の代替として魚の餌に混ぜて用いられますが、

魚の脂肪酸組成は与える餌の脂肪酸組成が反映されることから、通常、養殖魚が適量の脂

肪酸を摂取できるように複数の油を混ぜて給餌されること。また、ニジマスに複数の油を

混合した餌を給餌した試験では、魚油を与えた場合と比較して、養殖魚の生育への影響も

認められなかったことから、LBFLFK油を飼料として与えられた養殖魚を人が摂取した場合
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の健康影響は従来の養殖魚と同等であると考えられたとしております。 

 食品としての安全性評価につきましては、人の健康を損なうおそれがないと判断された

ところであり、これらを踏まえ、先ほど川西委員から御説明のあったとおりでございます

が、当該飼料を摂取した家畜等に由来する畜水産物について、人の健康を損なうおそれは

ないと判断したとしております。 

 本件につきましては、既に食品としての御意見・情報の募集を行っておりますので、こ

れまでの取扱いと同様に、意見・情報の募集を行わずに、専門調査会の結果をもちまして

関係機関に通知をしたいと考えております。 

 補足の説明は以上でございます。 

 

○山本委員長 ありがとうございました。 

 ただ今の説明の内容あるいは記載事項について、御意見、御質問がございましたら、お

願いいたします。 

 よろしいですか。 

 それでは、本件については、意見・情報の募集手続は行わないこととし、遺伝子組換え

食品等専門調査会におけるものと同じ結論、すなわち「長鎖多価不飽和脂肪酸含有及びイ

ミダゾリノン系除草剤耐性セイヨウナタネLBFLFK」（飼料）については、「遺伝子組換え

飼料及び飼料添加物の安全性評価の考え方」に基づき評価した結果、改めて「遺伝子組換

え食品（種子植物）の安全性評価基準」に準じて評価を行う必要はなく、当該飼料を摂取

した家畜等に由来する畜水産物については、人の健康を損なうおそれはないと判断したと

いうことでよろしいでしょうか。 

 

（首肯する委員あり） 

 

○山本委員長 ありがとうございます。 

 

（７）その他 

○山本委員長 ほかに議事はありませんか。 

 

○込山総務課長 以上でございます。特にございません。 

 

○山本委員長 これで本日の委員会の議事は全て終了いたしました。 

 次回の委員会会合は、来週、２月７日火曜日14時から開催を予定しております。 

 また、２月１日水曜日10時から「薬剤耐性菌に関するワーキンググループ」が、２日木

曜日14時から「農薬第五専門調査会」が、６日月曜日14時から「汚染物質等専門調査会」
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が、それぞれウェブ会議システムを利用して開催される予定となっております。 

 以上をもちまして、第887回「食品安全委員会」会合を閉会いたします。 

 どうもありがとうございました。 

 

 


